
（正・副）

都市整備課

副本返却

（正・副）

副本返却
都市整備課

建築協議書
日田市環境保全条例（第17条）

都市整備課

・文化財課 １部
・環境課 ＋
・農業委員会、農業振興課 （確認申請　正・副）

・土木課、上下水道局

・都市整備課協議

または 建築住宅課

指定確認検査機関

建築住宅課

指定確認検査機関

中高層建築物等の建設に伴う手続きフロー図　　　－日田市環境保全条例（第１８条）－

　●建築計画の届出対象となる建築物（指定建築物）

工事完了

工事着手

 　①高さが10ｍを超える建築物

 　②住戸規模が10戸以上の共同住宅及び長屋

20日以上

確認済証の受領

確認申請

近隣住民説明会報告書（様式第9号）

（確認申請日の２０日前）
※高さ10m以下は、確認申請日まで

(10ｍ以下の建築物
 は確認申請当日迄)

日田市（提出先）建　築　主

 　30日以上

建築計画の標識の設置（様式第8号）
（建築計画の届出前）

建築計画届出書（様式第7号）

（確認申請日の３０日前）

近隣住民説明会

・建築物の計画概要

・工期、工法、施工方法

・生活環境に及ぼす影響とその対策

確認済証の交付

※連続している敷地で、同時期に２棟以上建築

する場合、戸数の合計が10戸以上であれば届出

等の対象となります。

建築基準法検査

設置後

速やかに


